
発議第  ６  号  

 

 

流山市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について  

このことについて、別紙のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１１２条及び流山市議会会議規則（昭和４２年流山市議会規則第

１号）第１４条第２項の規定により提出します。  

令和８年６月４日提出  

 

提出者  

議会運営委員長  藤井  俊行    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  大規模災害等の発生時の議会対応について、近年の災害リス

クの高まりを踏まえ、議会としての災害等の発生時における対

応体制等について条例上明確にするためである。  

 



流山市議会基本条例の一部を改正する条例  

 流山市議会基本条例（平成２１年流山市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。  

 目次中「第２３条」を「第２４条」に、「第２４条―第２６条」を

「第２５条―第２７条」に、「第２７条」を「第２８条」に改める。  

 第２７条を第２８条とする。  

 第９章中第２６条を第２７条とし、第２５条を第２６条とし、第２４

条を第２５条とする。  

 第８章中第２３条を第２４条とし、第１９条から第２２条までを１条

ずつ繰り下げ、同章中第２０条の前に次の１条を加える。  

 （災害等の対応）  

第１９条  議会は、大規模災害等の緊急事態の発生時において迅速かつ

適切に対応するための組織体制の確立に努めるものとする。  

２  大規模災害等の緊急事態の発生時の議会の対応体制、行動基準その

他必要な事項は、議会が別に定める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 


